
第２期東御市スポーツ推進計画（案）

審議会意見及びパブリックコメントを踏まえた変更について

（同じようなご意見は集約させていただいております。）

ページ P.1 １計画策定の背景

P.5 ２計画策定の趣旨と目的

意 見 新型コロナウイルス感染症などの振り返りや総括のようなものが記載され、

それを踏まえた第２期がどう動いていくか書かれていると良いのではないか。

変更前 変更後

P.1

記載なし

また、世界的に大流行となった新型コロ

ナウイルス感染症の影響は大きく、日常生

活も一変し、不要不急の外出が制限され、在

宅勤務や休校、施設の閉鎖などにより、スポ

ーツに親しむ機会も失われたことで、特に

子どもたちの大幅な体力の低下が見られま

した。なお、令和５年５月８日に、新型コロ

ナウイルス感染症が感染症法上の位置付け

が５類へ移行し、スポーツ活動者数は徐々

に回復しつつあります。

P.5

これらを踏まえて、平成 31 年度（2019 年

度）に作成した東御市スポーツ推進計画（以

下、「前推進計画」という。）は、『スポーツに

あふれた、活力と魅力あるまちづくり』を基

本理念とし、これに基づいて 13 の基本施策

と 38 の個別施策を実施してきました。その

期間の中で、社会情勢やスポーツを取り巻く

状況が大きく変わっており、前推進計画の計

画期間が令和５年度末で終了することから、

本市の運動・スポーツの現状を改めて整理・

分析し、新たに第２期東御市スポーツ推進計

画（以下、「本計画」という。）を策定します。

これらを踏まえて、前推進計画は、『ス

ポーツにあふれた、活力と魅力あるまちづ

くり』を基本理念として実施してきまし

た。しかしながらその期間の中で、新型コ

ロナウイルス感染症が拡大し、スポーツに

親しむ機会が失われたことや、在宅時間や

在宅勤務の増加などによる社会情勢やス

ポーツを取り巻く状況が大きく変わって

おり、スポーツ実施率が計画当初より減少

しました。前推進計画の計画期間が令和５

年度末で終了することから、本市の運動・

スポーツの現状を改めて整理し、新たに第

２期東御市スポーツ推進計画（以下、「本

計画」という。）を策定します。

ページ P.4 (4)東御市の動向

意 見 市長部局へ何を移管したのか、また、平成 31 年にスポーツ推進計画を策定し

たことやその内容を明記し、もう少し充実させた方が良いのではないか。

変更前 変更後

平成 30 年度に市長部局へ移管し、東御市 本市では、スポーツを基軸とした地域活
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の魅力を活かしたスポーツ振興施策を全市

的な視点で総合的かつ計画的に進めてきた

中で、スポーツツーリズムが拡充し、スポー

ツ合宿が順調に進められております。

性化を推進するため、平成 30 年度にスポ

ーツ振興に関する事務が教育委員会から

市長部局へ移管したことに伴い、平成 31

年度（2019 年度）には東御市スポーツ推

進計画（以下、「前推進計画」という。）を

策定し、内容も幼児期から高齢者、トップ

アスリートなど様々な人を対象に、身近な

スポーツレクリエーションからホストタ

ウン事業の推進など、13 の基本施策 38

の個別施策という多岐にわたるスポーツ

振興施策を提示しました。

東御市の魅力を活かしたスポーツ振興

施策を全市的な視点で総合的かつ計画的

に進めてきた中で、スポーツツーリズムが

拡充し、スポーツ合宿が順調に進められて

おります。

意 見 どう東御市らしいのか明記した方が分かりやすいのではないか。

変更前 変更後

なお、前推進計画は、国の示すスポーツ基

本計画に沿った形として多様な施策を策定

しておりましたが、本計画では市の現状をふ

まえ、より東御市らしい施策に絞ることで、

市の基本理念や目指す姿へ向けた取り組み

を重点的に実施してまいります。

なお、前推進計画は、国の示すスポーツ

基本計画に沿った形として多様な施策を

策定しておりましたが、幼少期の運動遊び

や自然体験活動、ボッチャをはじめとする

ユニバーサルスポーツ活動やスポーツツ

ーリズムの推進など、特色を活かした東御

市らしい施策に絞ることで市の基本理念

や目指す姿へ向けた取り組みを重点的に

実施してまいります。

意 見 取り組みの変更や削除に関する理由の記載について

変更前 変更後

記載なし また、計画の策定にあたって、前推進計

画において一定の成果が得られ、今後も定

例的に継続していくものや、他の個別施策

との統合を必要とするものについては削

除及び集約いたしました。

ページ P.5 ２計画策定の趣旨と目的



ページ P.6 ３計画の位置付け

意 見 総合計画とスポーツ推進計画の位置付けについて

変更前 変更後

スポーツ推進計画を単独の計画ではなく

総合計画等において位置付けることも可能

であるとの見解が示されました。しかしなが

ら、前推進計画を５年間実施してきた中で、

より効果的な施策を実施していくためにも、

総合計画とは別に策定することが必要であ

ると考え、本計画の策定を行います。

必ずしも単独の地方スポーツ推進計画

である必要はなく、地方公共団体の総合計

画等においてスポーツ行政を位置付ける

ことも可能であるとの見解が示されまし

た。しかしながら、本計画はスポーツ行政

の計画的な遂行にあたり基盤となるもの

であり、より効果的な施策を実施していく

ためにも、総合計画の中で策定するのでは

なく総合計画の下位計画として策定する

ことが必要であると考え、本計画の策定を

行います。

ページ P.15 ２－３③総合型地域スポーツクラブの支援

意 見 「目指します」の任務分掌の記載について

変更前 変更後

“子どもたちの健全な育ちを応援し、成長

を見守っていくことを活動の核とし、年齢、

障がいあるなしに関係なく、地域のみんなが

いつでも気軽にスポーツすることができる

よう、生涯を通じて楽しむことができるクラ

ブ”として活動する総合型地域スポーツクラ

ブ SanyTOMI を支援します。スポーツだけで

はなく、外遊びやからだを動かす楽しさが実

感できるメニューを用意して、だれでも気軽

に集まって体を動かす場を目指します。

“子どもたちの健全な育ちを応援する”

を基本姿勢に、「いつでも・どこでも・だ

れでも・いつまでも」地域のみんなが気軽

にスポーツに親しみ、楽しむことができる

スポーツ活動により、誰もが健康でいきい

きと暮らせる活力と魅力あるまちづくり

に寄与することを目指して活動する総合

型地域スポーツクラブ SanyTOMI（以下

「SanyTOMI」という。）を支援します。

ページ P.16 ２－４②障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツを活用した交流事業

意 見 障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツの活用は、ユニバーサルな地域の実

現にとって十分条件でしかないため、必要十分条件のような表現を改めること。

変更前 変更後

障がいのある方もない方も共にスポーツ

を「する」機会を提供することで、参加者の

皆が達成感、一体感を得ることができ、誰も

が身近に運動・スポーツに親しめるユニバー

サルな地域の実現に向けて取組みます。

障がいのある方もない方も共にスポー

ツを「する」機会を提供し、参加者の皆が

達成感や一体感を得て、誰もが身近に運

動・スポーツに親しめるようにすること

で、ユニバーサルな地域の実現の一助とな

るよう取組みます。



ページ P.17～18 ３ スポーツによる地域経済の活性化

意 見 ３－１①、３－１②、３ー２①、３ー２②の記載内容について。

変更前 変更後

３－１①

スポーツ団体、企業（スポーツ産業、観光

産業）、市等が一体となり、スポーツを観光資

源とした新たなイベントの開催、スポーツ合

宿誘致等のスポーツツーリズムに取組むた

め、そのマネジメント機能を果たす「（一社）

とうみ湯の丸高原スポーツコミッション」

（以下、「コミッション」という。）において、

湯の丸高原特有の「高地トレーニングの適地

性」を最大限に活かし、スポーツツーリズム

の推進をはじめ、スポーツ合宿の誘致、スポ

ーツ交流イベントの開催等を官民一体で行

い、交流人口の拡大や市民のスポーツへの関

心の向上を図り、地域の活性化に繋げてまい

ります。

地域の活性化のため、スポーツ団体、企

業（スポーツ産業、観光産業）、市等が一

体となり、スポーツを観光資源とした新た

なイベントの開催、スポーツ合宿誘致等の

スポーツツーリズムに取組むため、そのマ

ネジメント機能を果たす「（一社）とうみ

湯の丸高原スポーツコミッション」（以下、

「スポーツコミッション」という。）の活

動を支援します。

３－１②

高地トレーニングの適地である標高 1,750

ｍに位置する湯の丸高原スポーツ交流施設

へのスポーツ合宿誘致を積極的に行います。

特に、陸上中長距離、水泳の施設を活かして

実業団・大学等のトップレベルのチーム・選

手を中心に合宿の誘致を積極的に進めます。

スポーツコミッションを中心に、高地ト

レーニングの適地である標高 1,750ｍに

位置する湯の丸高原スポーツ交流施設へ

のスポーツ合宿誘致を積極的に行います。

特に、陸上中長距離、水泳の施設を活かし

て実業団・大学等のトップレベルのチー

ム・選手を中心に合宿の誘致を積極的に進

めます。

３－２②

企業、専門機関等との連携を組織的に推進

するため、連携協定の締結を検討します。

企業、専門機関等との連携協定の締結に

取り組みます。

ページ P.19 ４－１①トップレベルの競技スポーツの魅力に触れる機会の提供

意 見 スポーツ環境の具体的な質の充実について。

変更前 変更後

スポーツの魅力を積極的に発信するとと

もに市内におけるスポーツ環境の質的な充

実を図ります。

スポーツの魅力を積極的に発信すると

ともに本市への合宿誘致を通じて、トップ

レベルの選手・指導者を身近に見て触れる

機会から本市の選手、指導者のレベルアッ

プを図り、スポーツ環境の質の向上を図り

ます。



ページ P.20 第４章１(2)計画における数値目標と実績

意 見 数字の表記方法を揃えたり、それぞれの数字の引用元を明記した方がよい。

変更前 変更後

①小数点以下が第１位までのものと第２位ま

でのものが混在している。

②引用元の明記なし。

①小数点以下は第１位までとしました。

②数字の引用元を明記しました。

ページ P.21 ２施策の推進体制と役割(1)推進体制について

意 見 東御市の役割が明確ではない。

変更前 変更後

市民のスポーツ参画人口の拡大、共生社会

の実現、健康増進、郷土への愛着の醸成や地

域経済の活性化等につながるスポーツに関

する施策を総合的、体系的かつ戦略的に推進

することが求められています。

本市は市民のスポーツ参画人口の拡大、

共生社会の実現、健康増進、郷土への愛着

の醸成や地域経済の活性化等につながる

スポーツに関する施策を総合的、体系的か

つ戦略的に実施してまいります。

意 見 メイン主体が不明である。

変更前 変更後

― 図表を一部修正いたしました。

ページ P.40 など アンケート調査

意 見 アンケート調査結果の数字がグラフと相違している。

変更前 変更後

―
アンケート調査結果の数字を訂正しまし

た。

ページ P.45 など アンケート調査

意 見 グラフが H30 年度基準であるため、最新の R5年度を基準とした方がよい。

変更前 変更後

―
R5 年度を基準として、数値の高い順に並

び変えました。


